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�愛媛県告示第８１０号
次の加入区の特定養殖漁業者の同意は漁業災害補償法（昭和３９年

法律第１５８号）第１２５条の６第１項に規定する要件に適合すると認め

るので、同条第３項において準用する同法第１０５条の２第４項の規

定に基づき、次のとおり公示する。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

のり等養殖業（のり養殖業）

加 入 区

津倉加入区

�愛媛県告示第８０９号
えひめ伝統工芸士等認定規程（昭和５６年１０月愛媛県告示第１２５４号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ えひめ伝統工芸士等認定規程の一部改正……………………………………………………………………………………………………………（産業創出課）…５７１

○ 同意の成立（特定養殖共済）………………………………………………………………………………………………………………………………（漁政課）…５７１

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…５７２

○ 道路の区域変更（県道粟井浅海線）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５７２

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………………………………………………………………………（南予地方局農村整備課）…５７２

○ 道路の区域変更（県道後柿之浦線）…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…５７２

○ 道路の供用開始（県道後柿之浦線外）………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５７３

○ 道路の区域変更（県道網代鳥越線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局愛南土木事務所）…５７３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５７３

○ 道路の区域変更（県道鳥井喜木津線）…………………………………………………………………………………………（南予地方局八幡浜土木事務所）…５７３

○ 道路の供用開始（県道鳥井喜木津線外）………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５７４

教育委員会公告

○ 令和７年度愛媛県公立学校教員採用選考試験（後期選考試験）の実施…………………………………………………………………………（義務教育課）…５７４

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…５７５

公営企業管理規程

○ 愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程…………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）…５７５

正 誤

○ 令和６年７月２６日付け第５２９号目次中…………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…５７９

改 正 後 改 正 前

様式第３号（第５条関係）推薦調書

省略

様式第３号（第５条関係）推薦調書

省略

ふりがな

生年月日 年 月 日（ 歳）

ふりがな

生年月日 年 月 日（ 歳）

男

・

女氏 名 氏 名

省略 省略

注 省略 注 省略

毎週（火・金）曜日発行 第５３８号 令和６年８月２７日

令和６年８月２７日火曜日 第５３８号
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弓削加入区
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�愛媛県告示第８１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西予市明浜町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和６年８月２７日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第８１１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１）第１８３３３号 令和元年
８月１３日 �ロクマルエンジ 河上 大

松山市�米窪田町３３７－
１
テクノプラザ愛媛内

令和６年
７月２日

左官工事業、鉄筋工事業
板金工事業、ガラス工事業
防水工事業、熱絶縁工事業
建具工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－５）第１８１７７号 令和５年
１０月９日 �八木建設 八木 晴子 東温市上林甲３５４６ 令和６年

７月５日
土木工事業
とび・土工工事業
解体工事業

建設業の廃止

（般－３）第１８７１１号 令和３年
９月１５日 スターク� 森田 �美 伊予市下吾川１８１４－２５ 令和６年

７月１２日

建築工事業、大工工事業
左官工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鉄筋工事業、板金工事業
ガラス工事業、防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業、建具工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１）第７４９９号 令和元年
８月１６日 西岡建材� 西岡 秀郎 伊予市下吾川９４６－１ 令和６年

７月１７日 内装仕上工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－４）第８４８２号 令和４年
１０月１２日 �窪田冨建設 窪田 秀樹 松山市恵原町甲６５２ 令和６年

７月２２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１）第１４４０４号 令和元年
１２月７日 �ジーネット技建 郷田 義史 松山市北土居２－１２－３０ 令和６年

７月２２日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業、塗装工事業

建設業の廃止

（般－３）第１０２０２号 令和３年
７月１７日 向井工業� 向井 慶子 伊予郡松前町大字北川原

１２８１－２
令和６年
７月２６日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 粟井浅海線
松山市浅海本谷乙２２０番２から

同市浅海本谷甲２９３番１まで

旧 ５．９～２０．８ ０．３４４

新 ５．９～３０．１ ０．３４４
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�愛媛県告示第８１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 後柿之浦線

宇和島市津島町須下字寺崎２番６地先から

同字寺崎２番４地先まで
旧 ３．７～５．２ ０．０１５

宇和島市津島町須下字寺崎２番８から

同字寺崎２番７まで
新 ８．５～４０．４ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 後柿之浦線
宇和島市津島町須下字寺崎２番８から

同字寺崎２番７まで
令和６年８月２７日

〃 無月宇和島線
宇和島市坂下津甲３７番３地先から

同市坂下津甲９６番２地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線

南宇和郡愛南町平碆５８０番２地先から

同町平碆７４４番２地先まで
旧 ９．８～１０．９ ０．０３３

南宇和郡愛南町平碆５８０番２から

同町平碆７４４番２まで
新 １３．０～２８．４ ０．０３３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町平碆５８０番２から

同町平碆７４４番２まで
令和６年８月２７日
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教育委員会公告

�公 告

令和７年度愛媛県公立学校教員採用選考試験（後期選考試験）

の実施について

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１１条の規定により、

令和７年度愛媛県公立学校教員採用選考試験（後期選考試験）を次

の要領で実施する。

令和６年８月２７日

愛媛県教育委員会

教育長 � 岡 哲 也

１ 選考試験の区分、期日及び場所

区 分 期 日 場 所

小学校教員 令和６年１０月５日（土） 愛媛県庁
（松山市一番町四丁目
４番地２）中学校教員（各教

科）

高等学校教員（各
教科）

令和６年１０月６日（日） 松山工業高等学校
（松山市真砂町１番地）

特別支援学校教員

注１ 区分間の併願は認めない。

２ 場所等を変更することがある。

２ 受験申込受付期間

令和６年８月２７日（火）から９月１２日（木）まで

３ 受験資格

次の各号のいずれにも該当する者とする。

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号及び学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）第９条各号のいずれにも該当し

ない者

� 昭和４０年４月２日以降に出生した者

� 試験区分に相当する教員免許状（特別免許状及び臨時免許状

を除く。）を有する者

� 次のア又はイのいずれかに該当する者

ア 小学校教員、中学校教員、高等学校教員又は特別支援学校

教員を志願する者のうち、他の都道府県の国公立学校（学校

教育法第２条第２項に規定する国立学校又は公立学校をいう。

以下同じ。）又は私立学校（学校教育法第２条第２項に規定

する私立学校をいう。）の教員として勤務している者（正規

教員である者に限る。）で、２年以上の教職経験（正規教員

である期間に限る。休職、育児休業等（部分休業及び育児短

時間勤務は含まない。）の期間を除く。以下同じ。）を令和

６年９月１２日時点で有する者

イ 高等学校教員又は特別支援学校教員を志願する者のうち、

本県の国公立学校で３年以上の教職経験を令和６年９月１２日

時点で有する者

� �で有する教職経験と同一の試験区分を志願する者
� 令和７年度愛媛県公立学校教員採用選考試験（前期選考試験）

の受験申込みを行っていない者

４ 受験申込手続及び試験方法

令和７年度愛媛県公立学校教員採用選考試験志願要項（以下

「志願要項」という。）及び令和７年度愛媛県公立学校教員採用

選考試験後期選考試験実施要項（以下「実施要項」という。）を

参照すること。

５ 志願要項、実施要項及び出願関係用紙の入手方法

愛媛県のホームページからダウンロードし、印刷すること。

なお、上記によることができない場合には、下記まで問い合わ

せること。

�愛媛県告示第８１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年８月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町三机乙３５２６番２から

同町三机乙３５３８番２まで
旧 １５．８～３１．０ ０．１７０

西宇和郡伊方町三机乙３５２６番２から

同町三机乙３５３８番２まで
新 １５．８～４８．６ ０．１７０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町三机乙３５２６番２から

同町三机乙３５３８番２まで
令和６年８月２７日

〃 〃
西宇和郡伊方町大江字芋尻３４６番７から

同字３６２番４まで
〃

〃 佐田岬三崎線
西宇和郡伊方町正野２６４９番２から

同町正野２６１６番まで
〃
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選挙管理委員会告示

公営企業管理規程

＜問合せ先＞

志 願 種 別 宛 先

小学校教員志願者 〒７９０－８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２－２９４２

中学校教員志願者

高等学校教員志願者 〒７９０－８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課
電話（０８９）９１２－２９５２

特別支援学校教員志願者

�愛媛県選挙管理委員会告示第５１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和６年８月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１１３，０３５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，２６１

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３９，１３０

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県公営企業管理規程第６号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

令和６年８月２７日

愛媛県公営企業管理者 東 野 政 隆

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

様式第３０号（その４）を次のように改める。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，６８０ １４，２２７

南 宇 和 郡 １７，０４６ ５，６８２

松山市・上浮穴郡 ４２８，１９１ １３８，０３２

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３１，８３４ ４３，９４５

宇和島市・北宇和郡 ７０，８８５ ２３，６２９

八幡浜市・西宇和郡 ３３，８６４ １１，２８８

新 居 浜 市 ９５，８０７ ３１，９３６

西 条 市 ８７，６７９ ２９，２２７

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４７，１８５ １５，７２９

伊 予 市 ３０，１５０ １０，０５０

四 国 中 央 市 ６９，９３４ ２３，３１２

西 予 市 ２９，９０３ ９，９６８

東 温 市 ２７，８７７ ９，２９３
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様式第３０号（その４）
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愛 媛 県 報令和６年８月２７日 第５３８号

５７９

正 誤

�正 誤

令和６年７月２６日付け第５２９号目次中

附 則

１ この管理規程は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県公営企業会計規程様式第３０号（その４）の規定は、この管理規程の施行の日以後愛媛県立新居浜病院長が発行する書類

について適用し、同日の前日までに発行された書類並びにこの管理規程の施行の日以後愛媛県立中央病院長、愛媛県立今治病院長及び愛

媛県立南宇和病院長が発行する書類については、なお従前の例による。

ページ 箇 所 誤 正

５３７ 目次欄
上から７行目

土地改良区役員の就任
の届出

土地改良区役員の就退
任の届出

令和６年８月２７日 発行


